様式第5号

見　積　書

令和　　年　　月　　日

　　釜石市長　あて

所　 在　 地

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
釜石市電話設備等導入業務について、次のとおり見積りいたします。
	費用区分
	見積金額

	初期費用
	円

	月額費用
	円


〔留意事項〕
１　見積金額には、消費税及び地方消費税の額を含まないこと。

２　見積金額に係る内訳書（任意様式）を添付すること。
３　初期費用には、交換機、スマートフォン、固定IP電話の導入に要する一切の費用を計上すること。
４　月額費用には，例月の基本料、通話料などの月額を計上すること。なお、スマートフォンは500台として計算すること。ただし、従量制による通話料及びユニバーサルサービス料並びに電話リレーサービス料は含まないものとする。
